
坂井輪中 学校生活のきまり 

                                          生徒指導部 

 

★坂井輪中学校全生徒が安心･安全に学習、生活するために、他人に迷惑をかける言動は絶対にしないこと。

優しい心を常にもち、なりたい自分になるために生活していきましょう。 

 

１ 年間の生徒指導目標 「挨拶・時間・校内美化」 

挨 拶・・・「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」「ありがとうございます」「お願いしま

す」返事・敬語がしっかりと使えるようになろう。 

 時 間・・・登校時間（遅刻）・授業時間・下校時間（完全退校）を守りましょう。 

 校内美化・・・自分の役割を行い、清掃箇所をきれいにする。校内のゴミを拾う。校内美化に心がける。 

 

２ 生活目標２期に分けて各学級に掲示 

○各時期に全校生徒で取り組む目標を教室掲示します。全校生徒で力を合わせて取り組みましょう。 

 

３ 登校時間 

○登校時間は、７：４５から。朝学活は８：２０からです。（７：４５まで生徒玄関は閉まっています）

８：２０までに自教室の自分の席に着きましょう。８：２０から朝の会が開始になります。朝活動をス

ムーズに開始するために、余裕をもって登校しましょう。 

 

４ 服装や頭髪 

（１）服装について 

○学生服については、標準学生服とする。 

○スカート丈は「膝が隠れる程度」とする。 

○「靴のつぶし履き」「制服のボタンをだらしなくはずす」「内履きで外にでる」「ワイシャツの裾をズ

ボンの外に出す」はしないこと。 

○靴下は制服にふさわしくない派手な柄・色・変形なもの（ルーズソックス）でないこと（白・黒・紺・

グレーがふさわしい）。ベルトの色は、黒・紺・茶とする。 

〇冬季に、制服の下に着用するセーターやカーディガンの色は、白、黒、紺、グレー、ベージュなどの色

とする。 

【夏期（６/１～前期終了まで）】 

   ・登校は原則制服登校とします。（登校後の学校生活は、体育着でもよい） 

    ※気温が高いときは、体育着登校でもよい（その判断は各自で行うこと）。 

【冬期】 

・登校は原則制服登校とします。（登校後の学校生活は、体育着でもよい） 

※気温が低く、寒さを強く感じるときは体育着登校でもよい（その判断は各自で行うこと）。 

※自分の体調管理を考えて、体操着の下に冬用の長袖を着用するなど、防寒対策を行うこと。 

【その他】 

・全校集会･学年集会の服装は、制服･体育着のどちらでもよい（指示がある場合にはそれに従うこ

と）。 

・朝の会や授業に遅れないこと。体育着に着替える場合は、登校後に着替えるか休み時間を利用して

着替える。 

 



（２）名札の使い方 

○名札は登校後に付けることとします。 

※必ず名前が見えるように、上着の上から使用します。 

○使い方については、吊り下げ・クリップ・安全ピンの 3種類になります。 

○終学活終了まで、安全に注意して名札を使ってください。 

  ※使わないときは、自分の机の横に掛けておくこと（家には持ち帰らない）。 

  ※教科の内容により、名札を身に付けない場合があります。 

（３）体育着について 

○体育着の裾や袖・膝が破れた物・ファスナーの破損等については、速やかに直しに出すこと（直してい

る期間は、代えの服装を許可します）。 

（４）髪型について 

○髪型については、学習活動・スポーツ活動等にふさわしい髪型にし、前髪が目にかからないようにす

る。長い髪については各活動に応じてゴム（黒・紺・茶・透明）で束ねること。髪留めは目立たない物

を使用すること。整髪料は使用しないこと。 

○髪の毛の染色や脱色はしないこと。 

（５）装飾・装飾品について 

 〇ピアス、ネックレス、指輪などの装飾品は身に付けない。 

 〇化粧による装飾は、学校は多くの人と学ぶオフィシャルな場であることを考え、家でのプライベートと

は別にして判断すること。 

 

５ 不要物の持込、スマホについて 

 ○不要物（学校生活、学習に不要と思われる物）は持ち込まない。 

 ○スマホについては、担任の先生に届け出ること（朝担任に届け、下校時に返却してもらう）。 

 

６ 通学鞄 

 〇指定カバンは設けないが、背負いカバンを推奨する（行事等で何も持ち物がない場合は、手ぶらでもよい）。 

 

７ その他 

（１）内履きを忘れた場合には、担任・学年の先生に申し出て、以下のように対応すること。 

〇保護者に持ってきてもらう。通学靴をきれいに洗い使用する（原則スリッパの貸し出しはしません）。 

（２）貴重品（お金等）を持ってきた場合は、朝のうちに担任に預けること。 

（３）刃物・カッター・はさみを学校へ持ってこないこと。 

（４）ゲームセンター、カラオケ等有料娯楽施設への出入りについて、生徒同士での出入りはできません。 

（５）内履きに学年・クラス・名簿番号をかかとに記入すること。例：１年１組１番 １１０１ 横書き 

（６）年間を通して水筒・スクイズボトルで飲み物を持ってきてもよい（水・お茶・スポーツドリンク）。補

充するためのペットボトルの持ち込みを許可します（空のペットボトルは持ち帰ること）。 

（７）休み時間等、他クラスや特別教室への出入りはできません。 

（８）タブレットの使用については、必要に応じて適切に使用する。 

 
〇毎週金曜日の朝、生徒玄関で「カエル制服店」さんが、内履きや制服のボタンなど、学校生活に必要

な物品を販売しています。名札も販売しているので、壊れたりなくしてしまったりした場合は、金曜

日に購入してください。 


